
第2節社会的状況
2.1人口及び産業の状況

1)人口の状況

宮崎市及び宮崎県における人口の状況を表4-2-1に示します。また、平成7年から27年の 

人口の推移は表4-2-2に示すとおりです。

宫崎市における平成27年の人口は401,138人であり、平成22年の人口と比較して約〇.1% 

の増加となっています。宮崎市における平成27年の人口密度は623.2人/km2と、宮崎県全体 

の人口密度142. 7 A/km2より高くなっています。人口の推移をみると、宮崎県では人口が減 

少傾向ですが、宮崎市は増加傾向となっています。

表4-2-1 人口の状況

注：平成22年の数値は、平成27年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えた平成22年の人口を示す。 

出典：「平成27年国勢調査人口等基本集計結果」(平成28年10月、総務省統計局)

区分

行政区

人口

(人)

人口増加率

(%)

人口密度

(人/km2)
面積 

(km2)

平成22年 平成27年 平成22年〜

平成27年
平成27年 平成27年

宮崎市 400, 583 401,138 〇.1 623.2 643. 67

宮崎県 1,135, 233 1,104, 069 -2.7 142. 7 7, 735. 31

表4-2-2人口の推移(平成7年～平成27年)

単位：人

注：平成22年の数値は、平成27年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えた平成22年の人口を示す。 

出典：「平成27年国勢調査人口等基本集計結果」(平成28年10月、総務省統計局)

行政区 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

宮崎市 300, 068 305, 755 310,123 400, 583 401,138

宮崎県 1,175,819 1,170, 007 1,153, 042 1,135, 233 1,104, 069

「第135回(平成30年度)宮崎県統計年鑑」(平成31年3月、宮崎県総合政策部統計調査課)
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2)産業の状況

(1)産業別就業人口
宮崎市及び宮崎県における平成27年の産業別就業人口を表4-2-3に示します。

宮崎市における産業別就業人口の構成比は、第三次産業が約79%と最も高く、次いで第 

二次産業の約16%、第一次産業の約5%となっています。また、宮崎市における各産業の構 

成比は宮崎県全体の構成比と比較すると、第一次産業、第二次産業が低く、第三次産業が 

高くなっています。

表4-2-3産業(大分類)別就業人口(平成27年)

注：構成比は、産業大分類「分類不能の産業」を除いて算出した数値を示す。 

出典：「平成27年国勢調査産業等基本集計結果」(平成30年1月、総務省統計局)

区分

行政区

第一次産業 第二次産業 第三次産業

[¥1就業者数 
(人)

構成比
(%)

就業者数 
(人)

構成比
(%)

就業者数 
(人)

構成比
(%)

宮崎市 9, 661 5.4 28, 871 16.0 141,376 78.6 179, 908

宮崎県 56, 021 11.0 107, 057 21.1 345,159 67.9 519,210

(2)産業活動の状況

a.農業
宮崎市及び宮崎県における平成26年の農業の状況を表4-2-4に示します。宫崎市におけ 

る経営耕地の種類別面積は、田の占める割合が高く約61%となっており、畑は約34%、樹 

園地は約5%となっています。

表4-2-4農業の状況(平成27年2月1B)

出典：「第135回(平成30年度)宮崎県統計年鑑」(平成31年3月、宮崎県総合政策部統計調査課)

行政区

経営耕
地のあ
る経営
体数

経営耕地

田 火田 樹園地 計

面積(ha) 割合(%) 面積(ha) 割合(%) 面積(ha) 割合⑻ 面積(ha) 割合⑻

宮崎市 3, 677 3, 463 61.2 1,912 33.8 287 5.1 5, 661 100

宮崎県 25, 730 25, 040 54.5 17, 857 38.8 3, 088 6.7 45, 985 100
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b■工業

宮崎市及び宫崎県における平成28年の工業の状況を表4-2-5に示します。宫崎市におけ

る製造品出荷額は22,180, 081万円であり、宮崎県全体の約14%を占めています。 

表4-2-5工業の状況(平成28年12月31日)

注：事業所数、従業者数は平成29年6月10現在の数値を示す。

出典：「第135回(平成30年度)宮崎県統計年鑑」(平成31年3月、宮崎県総合政策部統計調査課)

行政区 事業所数
従業者数 

(人)
製造品出荷額 

(万円)

従業員1人当たりの
製造品出荷額 

(万円/人)

宮崎市 291 11,495 22,180, 081 1,930

宮崎県 1,424 55, 610 161,662, 292 2, 907

C.商業
宮崎市及び宮崎県における平成26年の商業の状況を表4-2-6に示します。宮崎市におけ 

る年間商品販売額は1,317, 230百万円であり、宮崎県全体の約55%を占めています。

表4-2-6商業の状況(平成26年7月1日)

出典：「第135回(平成30年度)宮崎県統計年鑑」(平成31年3月、宮崎県総合政策部統計調査課)

行政区
商店数 従業者数 

(人)

年間商品 
販売額 
(百万円)

従業者一人当たり 
の年間商品販売額 

(万円/人)総数 卸売業 小売業

宮崎市 3, 583 944 2, 639 3, 583 1,317, 230 4, 396

宮崎県 10, 999 2, 285 8,714 74, 274 2, 404, 753 3, 238
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2. 2 土地利用の状況

1)土地利用の状況

宫崎市及び宫崎県における土地利用の状況を表4-2-7に、土地利用の経年変化を図4-2-1 

に示します。また、調査区域の土地利用の状況を図4-2-2に示します。

宮崎市における地目は、山林の占める割合が約35%と最も高く、次いで田の約20%、宅地の 

約19%、畑の約14%となっており、宮崎県全体と比較すると宅地、田等の占める割合が高く、 

山林、その他の占める割合が低くなっています。土地利用の経年変化では、大きな変化はみ 

られません。

表4-2-7 土地利用の状況(平成30年)

出典：「第135回 宮崎県統計年鑑」

(平成31年3月、宮崎県県民政策部統計調査課)

政区

地目\

宮崎市 宮崎県

面積

(ha)
比率

(%)

面積

(ha)
比率

(%)

田 5, 538 19.6 37, 535 14.7

畑 4, 002 14.1 37, 742 14.8

宅地 5,418 19.2 24, 759 9.7

山林 9, 856 34.8 133, 039 52.2

雑種地 2, 066 7.3 7, 329 2.9

その他 1,412 5.0 14, 313 5.6

合計 28, 292 100 254, 717 100

その他 

雑種地 

一般山林 

宅地 

一般畑

■ 一般田

出典：「第130回〜第134回 宮崎県統計年鑑」

(平成25年度〜平成29年度、宮崎県県民政策部統計調査課)

図4-2-1宮崎市における土地利用の経年変化(平成26年～平成30年)
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記号 区分

t ■) 住宅地

商業地

( ) 工業地

C ) 公共公益用地

e ) 公園緑地

( ) 田

( ) 普通畑

c ) その他の樹木畑

C ) 針葉樹林

C ) 広葉樹林

C=) 野草地

( ) 裸地

出典：「20万分1土地利用図(1982〜1983年)J (令和2年イ月、地理院地図(宙子国土Web)>

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-2 土地利用状況図
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2) 土地利用計画の状況

調査区域における土地利用計画の状況を図4-2-3⑴〜⑶に示します。

調査区域には、都市地域、農業地域、森林地域があります。

実施区域には、都市地域、農業地域(農用地区域を含む)、森林地域(地域森林計画対象民有 

林)があります。

3) 公園の立地状況

調査区域における公園の立地状況を図4-2-4に示します。

調査区域には、自然公園はありませんが、宝塔山公園、久峰総合公園等の都市公園が点 

在しています。

実施区域は、都市公園を通過しません。

4) 有害物質に係る土地利用の状況

調査区域には、廃棄物埋立地及びその跡地について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

(昭和45年12月25日法律第137号、最終改正：令和元年6月14 0法律第37号)第15条 

の17第1項の規定により指定された指定区域があります。指定区域の指定状況は表4-2-8に、 

指定区域の位置は図4-2-5に示すとおりです。調査区域には指定区域が2地点あります。

実施区域には、指定区域はありません。

表4-2-8廃棄物の埋立地に係る指定区域一覧

出典：「廃棄物が地下にある土地の指定制度について」(令和2年4月、宮崎市環境部廃棄物対策課)

指定番号 所在 埋立地の地番 埋立地の区分 備考

一廃-1 大字広原 
字竹増迫

7049番2の一部、7070番の一部、7077番の 
一部、7078 番、7080 番 2、7081番、7082 
番、7083 番、7084 番1、7086 番1の一部、 
7086番2の一部、7087番1の一部、7087 
番3の一部、7087番4の一部、7094番2、 
7101番 4、7102 番、7104 番 2、7106 番1、
7107 番、7108 番、7112 番 3、7113 番、7114 
番1、7114 番 3、7117 番、7119 番、7121番 
の一部、7123番の一部、7124番の一部、7125 
番の一部、7128番の一部、7129番の一部、
7130 番、7132 番の一部、7133 番、7137 番 
の一部、7137番2の一部、7138審2の一部、 

7139 # 1の一部、7139 番 2 の一部、7140 
番の一部、7142審の一部、7143審、7144 
番の一部、7145番の一部、7146番の一部、
7147番の一部、7148番の一部、7149番の一 
部、7150番の一部、7151番の一部、7152 
番の一部、7153 #の一部並びにこれらの区 
域内の水路及び里道

廃棄物の処理及 
び清掃に関する 
法律施行令(昭和 
46年政令第300 
号)第13条の2 
第1号

平成24年1 
月16日時点

産廃一2
大字広原 
字山田大 
谷

5444番の一部、5444番1の一部、5445番の 
一部、5461番3の一部、5461番4の一部

廃棄物の処理及 
び清掃に関する 
法律施行令(昭和 
46年政令第300 
号)第13条の2 
第1号

平成28年10 
月19日時点
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記号 区 分

都市地域

( ) 市街化区域

市街化調整区域

出典「土地利用調接栊合支援ネットワーク(LUCKY) J (令和2年4月、国土交通省)

都市計画対象道路事業実施区域( )

図 4-2-3 (1) 土地利用基本計画図(都市地域)
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出典：「土地利用調整捻合支援ネットワーク(LUCKY) j (令和2年4月.国土交通省)

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-3 (2) 土地利用基本計画図(鹿業地域)

〇 1.0 2.0 3.0 4.0km

l：50.000

記号 区分
(•し…)

(HI川川］)
1丨丨.丨丨1 1夕

農業地域

農用地区域
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出典「土地利用朗整総合支援ネットワーク(LUCKY) J (令和2年4月.国土交通省)

1：50.000

記号 区分

森林地域

( ) 国有林

地域森林計画対象民有林

C )
都市計画対象道路事業実施区域

図 4-2-3 (3) 土地利用基本計画図(森林地域)
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出典；「宮均市都市計画図J (平成22年2月.宮均市都市計画課)

4.0km

1:50.000

記号 番号 区分

1 宝塔山公園

2 久峰総合公園

3 佐土原墓園

4 萩の台公園

5 垂水公園

6 住吉公園

7 宮崎みたま圍

8 蓮ケ池史跡公園

9 平和台公園

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図 4-2-4 公園の立地状況図
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記号 番号 指定番号 所在地 区分

〇
1 -般-1 宮崎市大字広原字竹増迫7084番1ほか 一般廃棄物の埋立地に係る指定区域

2 産業-2 宮崎市大字広原字山田大谷5445 産業廃棄物の埋立地に係る指定区域

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-5廃棄物の処理及び淸播に関する法律の規定により指定 

された指定区域の状況
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2. 3河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

1)河川の利用の状況

(1)漁業としての河川及び海域の利用の状況

調査区域における漁業権の設定状況を表4-2-9に、位置を図4-2-6に示します。 

調査区域には、第1種共同漁業権が3箇所で設定されています。

実施区域には、共同漁業権が1箇所(内共第13号)あります。

表4-2-9第1種共同漁業権の設定状況(内水面)

項目 漁場番号 漁業の名称 漁業時期

内水面

内共第12号

(第1種)しじみ
1月1日〜

12月31日

(第5種)あゆ
6月1日〜

12月31日

(第5種)こい、うなぎ、ふな、おいかわ
1月1日〜

12月31日

(第5種)やまめ
3月1日〜

9月30日

(第5種)にじます
4月1日〜

1月31日

(第5種)もくずがに
7月1日〜

11月30日

内共第13号
(第5種)こい、うなぎ、ふな

1月1日〜
12月31日

(第5種)もくずがに
7月1日〜

11月30日

内共第14号

(第1種)しじみ、ごかい、しやこ
1月1日〜

12月31日

(第5種)あゆ
6月1日〜

12月31日

(第5種)こい、うなぎ、ふな、おいかわ
1月1日〜

12月31日

(第5種)やまめ
3月1日〜

9月30日

(第5種)うぐい
5月1日〜

2月末日

(第5種)もくずがに
7月1日〜

11月30日

備考：第1種共同漁業権とは、いせえびやあわび、あおさ等の定着性水産動植物を対象とする漁業を共同漁業権の内容として、 

一定の区域において漁協が知事から免許を受け、排他的にその組合員がその漁業を営む権利をいう。

出典：「宮崎県の漁業権」(令和2年4月、宮崎県農政水産部水産政策課)

2)地下水の利用の状況

(1) 地下水の利用状況

調査区域には、地下水を利用した水道水源の取水施設はありません。

(2) 上水道の水源地の利用状況

調査区域における上水道の水源地はありません。
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出典：「宮崎県の漁芙梅j (令和2年4月、宮崎県典政水S部水産政策課>

記号 番号 漁場番号

1 内共第12号
2 内共第13号
3 内共第14号

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図 4-2-6 共同漁業権設定範囲図
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2. 4交通の状況

調査区域における主要な幹線道路としては、一般国道10号及び一般国道219号があります。 

また、調査区域における鉄道網としては、JR九州日豊本線があります。

実施区域は、一般国道10号、一般国道219号、主要地方道佐土原国富線を通過します。 

調査区域内の交通網を図4-2-7に示します。

表4-2-10⑴〜⑵に示すように一般国道における平成27年度の道路交通センサスでの平日 

の自動車交通量は、実施区域の近傍地点である一般国道10号(調査単位区間番号：1020〇〜 

10230)で16, 476〜32, 202台/24h、一般国道219号(調査単位区間番号:10700〜1071〇)で17, 040 

〜17, 436台/24hとなっています。また平成30年度鉄道輸送実績 评成31年3月、宮崎県)に 

よると、平成30年度における1日平均乗車人員について、調査区域では佐土原駅が1,072人/ 

日と最も多く利用されています。

表4-2-1〇 (1)主要道路の交通量の状況

道
路
種
別

番
号 路線名

調査単 
位区間 
番号

観測地点名

12時間自動 

車類交通量 
(台)

24時間自動 

車類交通量 
(台)

12時間大型 
車混入率 

(%)
混雑度

般

国

道

1

2

3

4

5

6

7

8

一般国道10号

10195 調査対象区間外 16, 770 22, 304 9. 7 〇. 63

10200 宮崎市佐土原町下田島 12, 432 16, 476 8.6 1.04

10210 宮崎市佐土原町下那珂 16, 347 22,100 5.0 1.51

10215 調査対象区間外 16, 347 22, 068 5. 7 1.77

10220 調査対象区間外 16, 651 22, 479 7. 5 1.44

10230 宮崎市大字新名爪 24, 587 32, 202 6.7 1.57

10240 調査対象区間外 23, 856 31,251 6. 7 1.13

10250 宮崎市江平東2丁目 28, 388 37, 468 4.8 1.15

9

10

11

10680 宮崎市佐土原町東上那珂 13, 986 17, 589 8.1 1.50

10690 宮崎市佐土原町東上那珂 10,169 12,813» 9.8 1.05

10700 宮崎市佐土原町下那珂字 13, 989 17, 436 11.6 1.39

12

13

14

10710 宮崎市大字広原字前田 13,417 17, 04〇※ 4.4 1.24

10730 宮崎市佐土原町上田島字 5,611 6, 〇ら呂※ 9.3 〇. 80

10740 宮崎市佐土原町東上那珂 3, 464 4, 261^ 8.3 〇. 47
注1:No.は、図4-2-7のNo.と対応する。混雑度とは、道路の混み具合を表す数値で設計交通量と実測交通量により算出される。 

注2:調査対象区間外は、推計値(斜字で示す。)を基に算定しており、調査を要しない地点である。

注3 : 24時間自動車類交通量の※を付記した結果は、12時間調査結果から、昼夜率を用いて、換算した値である。

出典：「平成27年度道路交通センサス ー般交通量調査 箇所別基本表」(平成29年6月、国土交通省道路局)
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表4-2-1〇 (2)主要道路の交通量の状況

道
路
種
別

番
号 継路

査
位
間
号

調
単
区
番

名 点地測觀

1

自
交
&) 

間®

治 

時
車
量 

|

12
動
通

1

自
交
&) 

間®

治 

時
車
量 

|

24
動
通

度雑混

主

要

地

方 

道

5
 

6 線状環西宫
2040 田境士芳市宮

84
9'

7681±
9-

1±
〇
1±

52
40 外 間区 象対 査

5
似戈 相

0

7
 

8
 

9
 

〇 

1

1± 

1

～
 

1± 

〇̂ 

nz-

鉉11

2040 浜 前 字 町 原 岐 波 阿 市 崎 宮
444

4'
※664 1±

27°-

3040 外 間区 象対 査 側 观
7

5-
27

 
ft

532
40 外 間区 象 対 査 做 观

7
5-

77

3740 山浜 字 路 塩 字 大 市 崎 宮 304' 41
31±1± 66

°-

4040 字 島 田 下 町 原 土 佐 市 崎 宮 745
※935

13> 6.7
831±

2
 

3
 

4
 

5

2
 

2
 

2
 

2

62
40 外 間区 象 対 査 ぞ

5 0
这

77

82
40 外 間区 象対 査

^
反

a〇
?

7a7
必

92
40 外 間区 象 対 査 ぞ

5 0
这

7ft7
必

〇
82

40 内 之 島 字 大 市 崎 宮
5

6'
※4

 
65

6-
9

°-
6
 

7

2
 

2 線富国原 土 佐
5040

字 珂 下 町 原 土 
^

市 崎
原 

宮
尾

8
〇

※
6'

2
6-

86
°-

〇
63

40
珂上 東 町 原 土 

^
市
食 

崎
伊 

宮
字

85
4'

※536
15-

96
°-

8
 

9
 

〇 

1

2
 

2
 

3
 

3

円 48
〇
4

外 間区 象対 査 ス
7 5

5- 妬

外 間区 象対 査
A 7 5

5- 邪

北下 手 炉 町 方 北T4市宮
43

13>
※355

16- 5-
421±

田 正 志町内 池市宮 〇
3

4014' 8- 47

般

県

道

E
線 原 土 佐 寺五福 坂 歩 字 財 三 上 市 都 西 434 ※45 8

°-
6

°-

3
 

4

3
 

3 線町新本宫

外 間区 象 対 査 似 相
&

卵

外 間区 象対 査 §

瓜
&

卵E
線墳古 方 匕

B

町 方 匕T4市宮 824
 〇

^ 效
62

4' 9- 卯

線 場 車 停原 土 佐 外 間区 象 対 査 舫ム 克 ぶ之
7ft

|37 線場 車 停吉住 向 日 外 間区 象対 査 卵ム 似

S
' £

湖

8
 

9

3
 

3 線土佐路 塩

珂下 町原 土佐 市宮 234
14>

※923
18- 9-

441±
H

外 間区 象対 査 ,pZ? 反 笊

〇
? ム

7
卵

注1:No.は、図4-2-7のNo.と対応する。混雑度とは、道路の混み具合を表す数値で設計交通量と実測交通量により算出される。 

注2:調査対象区間外は、推計値(斜字で示す。)を基に算定しており、調査を要しない地点である。

注3 : 24時間自動車類交通量の※を付記した結果は、12時間調査結果から、昼夜率を用いて、換算した値である。

出典：「平成27年度道路交通センサス ー般交通量調査 箇所別基本表」(平成29年6月、国土交通省道路局)
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19,
10, 币

14

.219,

10,

.爻,
:

’‘.召.

⑲

10.
け

に:、

Jj

穿_

富今市

44)

翻

‘ぐ.づ〜ム-.

注)図中の番号は、表4-2-10 (1)(2)に対応しているe

出典：「平成27年度道路交通センサス ー般交通量調査箇所別基本表J (平成29年6月、国土交通省道路局)

記号 区分

〇 一般国道

-O- 主要地方道

-O' 一般県道

1111111 有料道路

鉄道

*〇* 交通量調査地点

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-7交通網及び交通量調査地点位置図

N
④ 〇 1 

1 1 1 1 J
.0 2.0 3.0 4.0km
III1 III 1

1:50,000
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2. 5学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の 

配置の概況

1)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の設置の状況

調査区域における環境保全についての配慮が特に必要な施設としては、学校、幼稚園、保 

育所、図書館、病院、社会福祉施設等があります(表4-2-11(1)～ (10)及び図4-2-8参照)。 

調査区域には、小学校11校、中学校8校、高等学校6校、盲•ろう•養護学校/大学•短期大 

学6校、幼保連携型認定こども園15箇所、幼稚園5箇所、保育所24箇所、社会福祉施設21 

箇所、病院12箇所、図書館1箇所があります。

実施区域には、小学校1校、中学校1校、高等学校2校、保育所1箇所、社会福祉施設1箇所 

があります。

表4-2-11(1)環境への配慮が特に必要な施設

【小学校】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「市立小学校一覧」(令和2年4月、宮崎市)

番号 区分 施設名 所在地

1 公立 那珂小学校 宮崎市佐土原町東上那珂16350

2 公立 佐土原小学校 宮崎市佐土原町上田島1350-9

3 公立 広瀬北小学校 宮崎市佐土原町下田島20756-1

4 公立 広瀬小学校 宮崎市佐土原町下田島20308-10

5 公立 広瀬西小学校 宮崎市佐土原町下那珂13384

6 公立 住吉小学校 宮崎市大字島之内5383

7 公立 住吉南小学校 宮崎市芳士字人ノ前1811

8 公立 池内小学校 宮崎市池内町檀迫508

9 公立 大宮小学校 宮崎市下北方町新地849

10 公立 東大宮小学校 宮崎市大島町西田2143

11 公立 宮崎東小学校 宮崎市阿波岐原町火切塚1461

表4-2-11(2)環境への配慮が特に必要な施設

【中学校】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。 
出典：「市立中学校一覧」(令和2年4月、宮崎市)

番号 区分 施設名 所在地

1 公立 佐土原中学校 宮崎市佐土原町上田島8476

2 公立 久峰中学校 宮崎市佐土原町下田島21341

3 公立 広瀬中学校 宮崎市佐土原町下田島20305-12

4 私立 日章学園中学校 宮崎市大字広原836

5 公立 住吉中学校 宮崎市大字島之内7608

6 私立 宮崎日本大学中学校 宮崎市大字島之内字塚廻6822-2

7 公立 東大宮中学校 宮崎市村角町島ノ前1346-1

8 公立 大宮中学校 宮崎市下北方町横小路5945

「市内の国•県•私立学校一覧」(令和2年4月、宮崎市)
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表4-2-11(3)環境への配慮が特に必要な施設

【高等学校】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「市内の国•県•私立学校一覧」(令和2年4月、宮崎市)

番号 区分 施設名 所在地

1 県立 佐土原高等学校 宮崎市佐土原町下田島21567

2 私立 日章学園高等学校 宮崎市大字広原836

3 私立 宮崎日本大学高等学校 宮崎市大字島之内字塚廻6822-2

4 県立 宮崎北高等学校 宮崎市大字新名爪4567

5 県立 宮崎大宮高等学校 宮崎市神宮東1丁目3-10

6 県立 宮崎東高等学校 宮崎市神宮東1丁目2-42

表4-2-11(4)環境への配慮が特に必要な施設

【盲•ろう•養護学校/大学•短期大学】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「市内の国•県•私立学校一覧」(令和2年4月、宮崎市)

番号 区分 施設名 所在地

1 県立 明星視覚支援学校 宮崎市大字島之内1390

2 県立 みやざき中央支援学校 宮崎市大字島之内2100

3 私立 宮崎ユニバーサル•カレッジ 宮崎市大字広原7439

4 国立
宮崎大学農学部附属t然共生 
フィールド科学教育研究セン 
ター

宮崎市大字島之内10100-1

5 私立 南九州大学 宮崎市霧島5丁目1-2

6 私立 南九州短期大学 宮崎市霧島5丁目1-2

「宮崎大学農学部」(令和2年4月、宮崎大学農学部)
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表4-2-11(5)環境への配慮が特に必要な施設

【幼保連携型認定こども園】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「宮崎県の福祉と保健 令和元年度版」(令和元年12月、宮崎県福祉保健部)

番号 区分 施設名 所在地

1 社会福祉法人 霧島幼保学園 宮崎市霧島4 丁目187

2 私立 平和が丘幼稚園 宮崎市平和が丘東町3-1

3 社会福祉法人 のぞみ保育園 宮崎市大島町畑ヶ田1080

4 私立 住吉幼稚園 宮崎市大字島之内8363-1

5 社会福祉法人 島之内保育園 宮崎市大字島之内8900

6 社会福祉法人 風光るゆめの森 宮崎市大字島之内宇伊鈴山10302-2

7 私立 佐土原幼稚園 宮崎市佐土原町上田島1576

8 社会福祉法人 黒田こども園 宮崎市佐土原町下那珂8138

9 社会福祉法人 七つの星幼稚舎 宮崎市佐土原町下田島9175-1

10 私立 ひろせ幼稚園 宮崎市佐土原町下田島20293-4

11 私立 光が丘幼稚園 宮崎市佐土原町下那珂4750-359

12 社会福祉法人 那珂こども園 宮崎市佐土原町東上那珂4115

13 社会福祉法人 原口こども園 宮崎市佐土原町下那珂3422

14 社会福祉法人 中央ヴィラこども園 宮崎市佐土原町下田島20565-57

15 私立 いずみ幼稚園 宮崎市下北方町花切5660-4

表4-2-11(6)環境への配慮が特に必要な施設

【幼稚園】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「宮崎県の福祉と保健 令和元年度版」(令和元年12月、宮崎県福祉保健部)

番号 区分 施設名 所在地

1 私立 花ケ島幼稚園 宮崎市下北方町椎ノ坪775-1
2 私立 広瀬共栄幼稚園 宮崎市佐土原町下田島11956-1

3 私立 芳士幼稚園 宮崎市大字芳士1997-3

4 私立 宮崎ひがし幼稚園 宮崎市大島町松ノ木下229

5 私立 あおぞら幼稚園 宮崎市大島町前田376-7
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表4-2-11(7)環境への配慮が特に必要な施設

【保育所】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「宮崎県の福祉と保健 令和元年度版」(令和元年12月、宮崎県福祉保健部)

番号 区分 施設名 所在地

1 社会福祉法人 東大宮保育園 宮崎市花ヶ島町野中田2064-2

2 社会福祉法人 平和ヶ丘保育園 宮崎市池内町古門991

3 社会福祉法人 大宮保育園 宮崎市下北方町貝吹330-5

4 社会福祉法人 下北方保育園 宮崎市下北方町塚原5821-20

5 社会福祉法人 平和が丘乳児保育園 宮崎市平和が丘西町14-1

6 社会福祉法人 南方保育園 宮崎市南方町御供田1191

7 社会福祉法人 あおぞら保育園 宮崎市大島町前田376-7

8 社会福祉法人 光明保育園 宮崎市村角町阿波2525

9 社会福祉法人 みのり保育園 宮崎市大島町原ノ前1412-5-6

10 社会福祉法人 ドンボスコ保育園 宮崎市波島2 丁目8-36

11 社会福祉法人 波島保育園 宮崎市波島2 丁目12-27

12 社会福祉法人 山崎保育園 宮崎市山崎町上ノ原1055-1

13 社会福祉法人 住吉中央保育園 宮崎市大字島之内7601-1

14 社会福祉法人 住吉東保育園 宮崎市大字島之内堂山10597-1

15 社会福祉法人 住吉南保育園 宮崎市大字芳士 2345-1

16 社会福祉法人 広原保育園 宮崎市大字広原783-2

17 社会福祉法人 ひなたほいくえん 宮崎市大字芳士1808-1

18 社会福祉法人 和保育園 宮崎市大字小松237-11

19 一般社団法人 タンポポ保育園 宮崎市大字小松641

20 社会福祉法人 佐土原保育園 宮崎市佐土原町上田島1337-7

21 市立 福島保育所 宮崎市佐土原町下田島14232

22 社会福祉法人 明照保育園 宮崎市佐土原町下田島4558-2

23 社会福祉法人 ひがし保育園 宮崎市佐土原町下田島19422-11

24 社会福祉法人 久峰保育園 宮崎市佐土原町下田島21487-20
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表4-2-11(8)環境への配慮が特に必要な施設

【社会福祉施設】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「宮崎県の福祉と保健 令和元年度版」(令和元年12月、宮崎県福祉保健部)

番号 区分 施設名 所在地

1 養護老人ホーム 望洋園 宮崎市佐土原町下那珂43-1

2 養護老人ホーム 明星園 宮崎市阿波岐ヶ原町前浜4276-227

3 特別養護老人ホーム 皇寿園 宮崎市阿波岐ヶ原町前浜4276-650

4 特別養護老人ホーム 長生園 宮崎市山崎町37

5 特別養護老人ホーム 長生園(ユニット型) 宮崎市山崎町37

6 特別養護老人ホーム 住之江 宮崎市大字島之内2752

7 特別養護老人ホーム 星空の都さどわら 宮崎市佐土原町下那珂3165-1

8 特別養護老人ホーム めぐみの里 宮崎市佐土原町東上那珂12809-1

9 特別養護老人ホーム 六角堂 宮崎市島之内7391

10 軽費老人ホーム(A型) コーポ住吉荘 宮崎市大字塩路2783-32

11 軽費老人ホーム(ケアハウス) ケアハウス島之内 宮崎市大字島之内2345-3

12 生活支援ハウス
(高齢者生活福祉センター)

すみのえ生活支援ハウス 宮崎市大字島之内2752

13 生活支援ハウス
(高齢者生活福祉センター)

生活支援ハウス 
星空の都さどわら

宮崎市佐土原町下那珂3165-1

14 老人福祉センター
宮崎市北部老人福祉センタ

宮崎市神宮東1丁目2番27号

15 老人いこいの家 宮崎市住吉老人いこいの家 宮崎市大字広原1066

16 救護施設 すみよし
宮崎市大字島之内字堂山
10598番地2

17 保護授産施設 大島授産場 宮崎市大島町北の原1029

18 児童養護施設 みんせいかん 宮崎市阿波岐原町前浜4276-705

19 児童発達支援センター
(福祉型)

わかば園 宮崎市山崎町浜川14番地

20 地域活動支援センター
I型事業所

地域生活支援センター
すみよし

宮崎市大字島之内7217-1

21 地域活動支援センター
m型事業所 工房•あわいや

宮崎市花ヶ島南赤江町2096-1
101号
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表4-2-11(9)環境への配慮が特に必要な施設

【病院】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「宮崎県の医療薬務事情 平成30年版」(平成30年、宮崎県医療薬務課)

番号 施設名 所在地

1 一般財団法人弘潤会野崎東病院 宮崎市村角町高尊2105番地

2 医療法人社団拡和会平和台病院 宮崎市矢の先町150番地1

3 古賀総合病院 宮崎市池内町数太木1749番地1

4 阿波岐ヶ原病院 宮崎市阿波岐原町前浜4276番地706

5 宮崎生協病院 宮崎市大島町天神前1171番地

6 潤和会記念病院 宮崎市大字小松1119

7 医療法人清芳会井上病院 宮崎市大字芳士 80番地

8 医療法人社団尚成会近間病院 宮崎市山崎町965番地6

9 獅子目整形外科病院 宮崎市大字島之内6654番地

10 市民の森病院 宮崎市大字塩路2783番地37

11 金丸脳神経外科病院 宮崎市池内町八幡田803番地

12 ピア•メンタルささき病院 宮崎市佐土原町下田島21230番地

表4-2-11(10)環境への配慮が特に必要な施設

【図書館】

注：番号は図4-2-8の番号と対応する。

出典：「令和元年度 宮崎県立図書館要覧」(令和元年6月、宮崎県立図書館)

番号 区分 施設名 所在地

1 市立 佐土原市立図書館 宮崎市佐土原町下田島20527番地4

2)住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計画の状況

(1) 住宅の配置の概況

調査区域には、宮崎平野が広がり、住宅が立地する市街地があります。また、図4-2-9 
に示すとおり宮崎市芳士地区、及び宮崎市島之内地区の国道10号沿線沿い、宮崎市佐土原 

町の小牧台団地、広瀬台団地、下田島地区の佐土原支所周辺に住宅が立地する集落•市街 

地(人口集中地区)があります。

実施区域には、宮崎市芳士地区、宮崎市島之内地区、及び宮崎市佐土原町の小牧台団地 

の人口集中地区の一部があります。

(2) 将来の住宅地の面整備計画の状況

調査区域における将来の住宅地の面整備計画はありません。
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注：図中の番号は、表4 211(1)-(10)に対応している。

出典：「市立小学校一覧」(令和2年4月、宮崎市)

「市立中学校一覧』(令和2年4月、宮峭市>

「市内の国•県•私立学校一萸」(令和2年4月、宮蜗市) 

「宮崎大宁质宁部HP」(令和2年4月、宮崎大宁质学部) 

「宮崎祺の福祉と保做j (令和元仟废版、宮崎県福祉保做部) 

「宮椅県の医療栗務率情平成30年版』(平成30年、宮崎県医療薬務課) 

I令和元年度宮崎県立図罢館要党J (令和元年6月、宮崎県立図罢館)

記号 区分

• 小学校

• 中学校

• 高等学校

• 盲•ろう•養護学校/大学•短大

• 幼保連携型認定こども園

■ 幼稚園

■ 保育所

■ 社会福祉施設

■ 病院

■ 図書館

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-8现境上配慮すべき施設位置図
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記号 区分
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( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-9住宅の配置の状況図

N
④ 〇 1

1 1 1 1 1
.0 2.0 3.0 4.0km
Illi

1:50,000

4-2-24



2. 6上下水道の整備の状況

1)上水道の整備の状況

宫崎市及び宮崎県における平成29年度の利水の状況として、上水道の原水種別年間取水量

を表4-2-12、上水道の状況を表4-2-13にホします。

宮崎市における平成29年度の上水道に利用された原水の取水割合は、表流水が90.5%、浅 

井戸が9. 5%となっています。

表4-2-12原水種別年間取水量(平成29年度)

【上水道】

注：〔〕の数値は、実績年間取水量に対する割合を示す。

出典：「平成29年度 宮崎県の水道」(令和元年7月、宮崎県福祉保健部衛生管理課)

行政区
実績年間取水量

(千 m3)

原水種別年間取水量(千nf)

表流水 伏流水 浅井戸 深井戸
その他

(湧水)

宮崎市
50,105 45, 329 — 4, 776 — —

〔100%〕 〔9〇. 5%〕 — 〔9. 5%〕 — —

宮崎県
138,339 59,636 8, 393 34, 936 28,692 6, 682

〔100%〕 〔43.1%〕 [6.1%〕 〔25. 3%〕 〔2〇. 7%〕 〔4. 8%〕

表4-2-13上水道の状況(平成29年度)

注：簡易水道及び専用水道の上欄は公営、下欄は組合営である。

行政区
行政区域内 

総人口(人)

上水道(公営) 簡易水道 専J 水道 合計
普及

率

(%)

箇

所

数

現在給 

水人ロ 

(人)

箇

所

数

現在給 

水人ロ 

(人)

箇

所

数

現在給 

水人ロ 

(人)

箇

所

数

現在給水人 

ロ (人)

宮崎市 398, 360 1 396,000
一 一 一 一

7 396,000 99.4
一 一 6 497

宮崎県 1,084, 324 30 1,001,810
104 50, 522 33 2, 009

186 1,056, 551 97.4
16 2,210 13 4,151

専用水道の上欄は自己水源、下欄は上水道受水である。

出典：「平成29年度 宮崎県の水道」(令和元年7月、宮崎県福祉保健部衛生管理課)

2)下水道の整備の状況

宫崎市における公共下水道の整備状況を表4-2-14に、位置を図4-2-10に示します。 

宮崎市における公共下水道の普及率は、宮崎市で約90%となっています。

表4-2-14公共下水道の整備状況

出典：「公共下水道の処理人口及び水洗化率」(令和2年4月、宮崎市)

関係市
行政区域人口 

(人)

処理人口 

(人)

下水道普及率

(%)

宮崎市 401,987 362, 732 90.2
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出典：「宮崎市公共下水道平菜一般平面図(汚水>」<平成31年4月、宮崎市>

記号 区分

整備済区域

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-10下水道整備状況■計画図

1:50.000
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2. 7環境の保全を目的として法令等によリ指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規 

制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容

1)環境の保全を目的として法令等によリ指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規 

制の内容

(1) 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域

調査区域には、「大気汚染防止法」(昭和43年6月10日法律第97号、最終改正：平成 

29年6月2日法律第45号)第5条の2第1項に規定する指定地域はありません。

(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関 

する特別措置法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規 

定する粒子状物質対策地域

調査区域には、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総 

量の削減等に関する特別措置法」(平成4年6月3日法律第70号、最終改正：令和元年5 

月24日法律第14号)第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第8条第1項 

に規定する粒子状物質対策地域はありません。

(3) 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 

調査区域には、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(昭和55年5月10法律第34号、

最終改正：平成29年5月12日法律第26号)第5条第1項の規定により指定された沿道整 

備道路はありません。

(4) 自然公園法第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定により指定 

された国定公園及び同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域 

調査区域には、「自然公園法」(昭和32年6月1日法律第161号、最終改正：令和元年6
月14日法律第37号)第5条第1項により指定された国立公園、及び同条第2項により指 

定された国定公園はありません。なお、調査区域には自然公園法第72条の規定により指定 

された都道府県立自然公園はありません。

(5) 自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第 

二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域及び同法第四十五条第一項の 

規定により指定された都道府県立自然環境保全地域

調査区域には、「自然環境保全法」(昭和47年6月22日法律第85号、最終改正：平成 

31年4月26日法律第20号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地 

域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域及び同法第45条第1項 

の規定により指定された県立自然環境保全地域はありません。

(6) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載さ 

れた文化遺産及び自然遺産の区域

調査区域には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成4年9月28日 

条約7号)第11条2の「世界遺産一覧表」に記載された文化遺産及び自然遺産の区域はあ 

りません。

4-2-27



(7) 首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域

調査区域には、「首都圏近郊緑地保全法」(昭和41年6月30日法律第101号、最終改正： 

平成29年5月12日法律第26号)第3条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域 

はありません。

(8) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保 

全区域

調査区域には、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」(昭和42年7月31日法律第103 
号、最終改正：平成29年5月12日法律第26号)第5条第1項の規定により指定された近 

郊緑地保全区域はありません。

(9) 都市緑地法第五条第一項の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項 

の規定により指定された特別緑地保全地区の区域

調査区域には、「都市緑地法」(昭和48年9月1日法律第72号、最終改正：平成30年6 

月27 0法律第67号)第5条第1項の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条 

第1項の規定により指定された特別緑地保全地区はありません。

(10) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定によ 

り指定された生息地等保護区の区域

調査区域には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年6 
月5日法律第75号、最終改正：令和元年6月14日法律第37号)第36条第1項の規定に 

より指定された生息地等保護区の区域はありません。
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(11)鳥獣の保護及び管理並びに狩獵の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定によU 
指定された鳥獣保護区の区域

調査区域には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩獵の適正化に関する法律」(平成14年7月 

12日法律第88号、最終改正：平成27年3月31日法律第2号)第28条第1項の規定に基づ 

き指定された鳥獣保護区の区域が6箇所あります。

調査区域における鳥獣保護区の区域の指定状況を表4-2-15に、位置を図4-2-11に示し 

ます。

実施区域には、鳥獣保護区はありません。

表4-2-15鳥獣保護区等の区域の指定状況

出典：「平成30年度 宮崎県鳥獣保護区等位置図」(平成30年、宮崎県環境森林部自然環境課)

区分 番号 名称 所在地 面積(ha) 期限

鳥獣保護区

A ーッ瀬川ロ
新富町大字下富田、宮崎市佐土原 

町下田島
350 H34.10. 31

B 佐土原 宮崎市佐土原町 760 H35.10. 31

C 住吉中学校 住吉中学校有林一帯 9 H39.10. 31

D 宮崎 宮崎市佐土原町、宮崎市海岸一帯 1,430 H32.10. 31

E 平和台 宮崎市平和台一帯 350 H34.10. 31

F 大淀川 宮崎市梁瀬橋、河口一帯 650 H33.10. 31

(12)特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定さ 

れた湿地の区域

調査区域には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(昭和55年

9月22日条約第28号)第2条1の規定により指定された湿地の区域はありません。
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出典.「平成30年度宮崎带烏猷保護区等位匿図j (平成30年、宮蝎锒項堍森林部自然項堍課)

1:50,000

記号 番号 名称 備考

CZZD

A —ッ瀬川ロ

鳥獣保護区

B 佐土原

C 住吉中学校

D 宮崎

E 平和台

F 大淀川

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図 4-2-11 烏獣保護区等位置図

-----------1----------------------1——
4.0km 

------------1
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(13)文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤 

にあっては、周囲の自然環境と一体をなしていると判断されるものに限る)又は天然記念 

物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における該当種及び標本を除く) 

又は同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観

調査区域には、「文化財保護法」(昭和25年5月30日法律第214号、最終改正：平成30 

年6月8日法律第42号)第109条第1項の規定、「宮崎県文化財保護条例」(昭和31年3 

月30日宮崎県条例第15号、最終改正：平成17年3月29日、宮崎県条例第33号)第31 

条第1項の規定及び「宮崎市文化財保護条例」(昭和45年3月30日宮崎市条例第7号、最 

終改正：平成21年12月25日宮崎市条例第82号)第5条第1項の規定により指定された 

名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然環境と一体をなしていると判断 

されるものに限る)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合 

における該当種及び標本を除く)として、天然記念物が1箇所あります。また、「文化財保 

護法」第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観はありません。

天然記念物の指定状況を表4-2-16に、位置を図4-2-12に示します。

実施区域には、天然記念物はありません。

表4-2-16調査区域における天然記念物

指定 種別 名称 所在地 指定年月日

県 天然記念物
アカウミガメ及びそ

の産卵地

子供の国南端から堀之内

海岸
昭和55年6月24日

出典：「みやざき文化財情報」(令和2年4月、宮崎県|汝育庁文化財課)

(14) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第四条第一項の規定により指定さ 

れた歴史的風土保存区域

調査区域には、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(昭和41年1月 

13日法律第1号、最終改正：平成23年8月30 0法律第105号)第4条第1項の規定によ 

り指定された歴史的風土保存区域はありません。

(15) 都市計画法第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域

調査区域には、「都市計画法」(昭和43年6月15日法律第100号、最終改正：平成30年 

4月25日法律第22号)第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域とし 

て、「蓮ヶ池風致地区(第1種及び第2種)」「下北方風致地区(第1種及び第2種)」「宮崎 

神宮風致地区(第1種)」があります。

調査区域にある風致地区の区域を図4-2-13に示します。

実施区域には、蓮ヶ池風致地区(第1種及び第2種)があります。
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記号 名称 傭考

アカウミガメ及びその産卵地 県指定天然記念物

( ) 都市計画対象道路事業実施区域

図4-2-12天然記念物位置図
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